
　保護者　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規用
諸会費減免申請について

＊＊必要書類・基準について＊＊

・諸会費減免申請書
・家庭状況等申出書　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者全員が提出する書類
・高等学校等就学費の給付を受けていない旨の誓約書

	


	生活保護世帯で高等学校等就学費を受けている
	


	
	はい
いいえ


	
	減免申請の基準を満たしています。事務室へ申請書・証明書を提出してください。

	
	

	



	
減免対象外

	



	生活保護を受けていない　又は
生活保護世帯で高等学校等就学費を受けていない（※）
※原則としてないことなので、一度ご相談ください。
	



	

	
	
	
	はい

	
	

	

	

	




	・施設に入所している　・小規模住居型児童養育事業又は里親に委託されている
・児童自立生活援助を行う者に委託されている
【提出書類】　・施設入所証明書
　　　　　　　・児童相談所長の発行する児童委託証明書
	はい





	

	
	いいえ

	
	

	

	

	
	児童扶養手当の額が下の表の月額以上
　【提出書類】　・児童扶養手当受給証のコピー（月額が分かる部分）
	はい

	

	いいえ



   ＊これより、下に該当する場合は、保護者（父・母）両方の課税証明書が必要です。
    ただし、就学支援金の申請でマイナンバーを提出している方は省略できます。
	

	






	保護者（父母２人とも）が当該年度の市町村民税の所得割が非課税
　　・令和７年度（令和６年分）の課税証明書(マイナンバー提出済の方は省略可)
　　・保護者のいずれか、又はその両方が欠けている場合は、その事実が確認できる書類（住民票等）
	はい







	

	
	いいえ

	
	

	
	

	




	次のいずれかに該当し、納入が困難となった
　・天災・不慮の災害を受けた
　・保護者の死亡、又は長期の傷病にかかった
　・失職・転職・ 給与カットなどによる収入の減少・ 売り上げの減少
※提出期間にかかわらず、随時受付します。
	




	

	
	いいえ

	
	

	はい


	

	


	減免対象外
	


	減免対象となる可能性があります。
申請書・証明書を提出してください。学校で審査を行います。
必要書類については、事前に事務室にご相談ください。
	



	

	
	
	
	

	
	

	  児童扶養
手当の表




	支給対象児童・生徒数
	月  額
	


 川越総合高等学校
 事務室
 049-222-4148

	
	１人
	４４，１１０円
	

	
	２人以上
	児童扶養手当の受給額をもって
減免とはなりません。
	



